
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

定

重

要

無

形

文

化

財

の

保

持

者

の

認

定

の

解

除

【

公

安

委

員

会

】

担

当

課

（

室

）

○

猟

銃

の

操

作

及

び

射

撃

の

技

能

に

関

す

る

講

習

生

活

安

全

企

画

課

目

次

の

実

施

○

〃

〃

【

告

示

】

【

労

働

委

員

会

】

○

岡

山

県

補

助

金

等

交

付

規

則

の

規

定

に

よ

る

補

産

業

企

画

課

助

金

等

の

名

称

等

の

制

定

の

一

部

改

正

○

岡

山

県

労

働

委

員

会

あ

っ

せ

ん

員

候

補

者

労

働

委

員

会

（

県

例

規

集

登

載

）

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

指

定

指

導

監

査

室

【

公

告

】

○

大

規

模

小

売

店

舗

の

変

更

の

届

出

の

縦

覧

経

営

支

援

課

○

県

営

土

地

改

良

事

業

変

更

計

画

の

縦

覧

耕

地

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

〃

〃

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

完

了

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

政

治

団

体

の

名

称

等

の

公

表

選

挙

管

理

委

員

会

○

政

治

団

体

の

代

表

者

等

の

異

動

〃

○

政

治

団

体

の

解

散

〃

○

資

金

管

理

団

体

の

名

称

等

の

公

表

〃

【

教

育

委

員

会

】

○

岡

山

県

文

化

財

保

護

条

例

に

基

づ

く

岡

山

県

指

教

育

委

員

会

岡

山

県

公

報

平成３０年５月２５日 第１１９９３号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
七
号

昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
十
三
号
（
岡
山
県
補
助
金
等
交
付
規
則
の
規
定
に
よ
る
補
助
金

等
の
名
称
等
の
制
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
九
年
度
分
の
補
助
金
か
ら
適
用
す

る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

表
産
業
労
働
部
の
部
自
動
車
関
連
中
小
企
業
新
分
野
進
出
支
援
事
業
費
補
助
金
の
項
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

岡
山
県
人
材
確

県
内
事
業
所
の

知
事
が

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ

補
助
対
象
経
費
の
二

保
支
援
補
助
金

経
営
体
質
の
強

別
に
定

ル
人
材
及
び
エ
キ
ス

分
の
一
以
内
。
た
だ

化

め
る
要

パ
ー
ト
人
材
の
雇
用

し
、
一
事
業
主
当
た

件
に
該

に
要
す
る
経
費

り
百
万
円
を
限
度
と

当
す
る

す
る
。

事
業
主

表
産
業
労
働
部
の
部
岡
山
県
拠
点
工
場
化
等
投
資
促
進
補
助
金
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

岡
山
県
大
型
投

県
内
へ
の
企
業

工
場
等

認
定
工
場
等
に
係
る

知
事
が
別
に
定
め
た

資
・
拠
点
化
促

の
立
地
の
推
進

に
係
る

固
定
資
産
へ
の
投
資

方
法
で
算
出
し
た
額

進
補
助
金

固
定
資

に
要
す
る
経
費

以
内

産
へ
投

資
を
行

う
企
業

等

表
産
業
労
働
部
の
部
岡
山
バ
イ
オ
マ
ス
地
域
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
支
援
補
助
金
の
項
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

岡
山
セ
ル
ロ
ー

木
質
バ
イ
オ
マ

県
内
に

セ
ル
ロ
ー
ス
ナ
ノ
フ

補
助
対
象
経
費
の
五

平成３０年５月２５日　岡山県公報　第１１９９３号



ス
ナ
ノ
フ
ァ
イ

ス
産
業
の
育
成

主
た
る

ァ
イ
バ
ー
の
実
用
化

分
の
四
以
内
。
た
だ

バ
ー
ト
ラ
イ
ア

事

務

に
向
け
た
試
行
に
必

し
、
五
十
万
円
を
限

ル
支
援
補
助
金

所
、
工

要
な
経
費

度
と
す
る
。

場
又
は

研
究
施

設
を
有

す
る
企

業

表
産
業
労
働
部
の
部
循
環
型
社
会
形
成
推
進
モ
デ
ル
事
業
技
術
開
発
事
業
費
等
補
助
金
の
項
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

エ
コ
プ
ロ
ダ
ク

中
小
企
業
者
の

県
内
の

１

循
環
資
源
を
原

補
助
対
象
経
費
の
二

ツ
製
品
化
支
援

競
争
力
の
強
化

中
小
企

料
と
し
た
競
争
力

分
の
一
（
指
定
循
環

事
業
費
補
助
金

及
び
循
環
型
社

業
者
又

が
あ
る
新
製
品
の

資
源
を
原
料
と
す
る

会
の
形
成
の
促

は
中
小

開
発
に
係
る
事
業

場
合
に
あ
つ
て
は
三

進

企
業
者

化
可
能
性
調
査
及

分
の
二
）
以
内
。
た

の
団
体

び
検
証
の
た
め
に

だ
し
、
１
に
つ
い
て

必
要
な
経
費

は
百
万
円
、
２
に
つ

２

循
環
資
源
を
原

い
て
は
三
百
万
円
を

料
と
し
た
競
争
力

限
度
と
す
る
。

が
あ
る
新
製
品
の

開
発
に
係
る
実
用

化
研
究
の
た
め
に

必
要
な
経
費

表
産
業
労
働
部
の
部
き
ら
め
き
岡
山
創
成
フ
ァ
ン
ド
支
援
事
業
補
助
金
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。新

技
術
・
新
製

県
内
中
小
企
業

公
益
財

新
技
術
及
び
新
製
品

補
助
対
象
経
費
の
十
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品
研
究
開
発
支

者
の
新
技
術
及

団
法
人

の
研
究
開
発
を
助
成

分
の
十
以
内

援
事
業
費
補
助

び
新
製
品
の
実

岡
山
県

す
る
た
め
の
フ
ァ
ン

金

用
化
に
向
け
た

産
業
振

ド
を
造
成
す
る
事
業

研
究
開
発
の
促

興
財
団

進

表
産
業
労
働
部
の
部
岡
山
デ
ニ
ム
世
界
進
出
支
援
事
業
補
助
金
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

地
域
中
小
企
業

県
内
の
中
小
企

公
益
財

外
国
出
願
補
助
金
の

補
助
対
象
経
費
の
十

外
国
出
願
支
援

業
等
に
よ
る
外

団
法
人

活
用
相
談
、
申
請
受

分
の
十
以
内
。
た
だ

等
事
務
事
業
費

国
で
の
戦
略
的

岡
山
県

付
事
務
等
を
行
う
事

し
、
六
十
万
円
を
限

補
助
金

な
産
業
財
産
権

産
業
振

業
に
要
す
る
経
費

度
と
す
る
。

の
取
得
に
向
け

興
財
団

た
外
国
出
願
の

促
進

表
産
業
労
働
部
の
部
自
動
車
関
連
企
業
自
立
化
促
進
支
援
補
助
金
の
項
、
岡
山
県
緊
急
雇
用
創
出
事

業
臨
時
特
例
基
金
事
業
補
助
金
の
項
及
び
岡
山
県
雇
用
維
持
緊
急
助
成
金
の
項
を
削
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ま
ご
の
て
村
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
「
さ
く
ら
庵
」

２

所
在
地

岡
山
県
瀬
戸
内
市
邑
久
町
箕
輪
六
五
六
番
地
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

ま
ご
の
て
村
株
式
会
社

２

所
在
地

岡
山
県
瀬
戸
内
市
邑
久
町
箕
輪
六
五
六
番
地
一

三

指
定
年
月
日

平
成
三
十
年
四
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
四
〇
一
〇
五
三

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護
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〔
二
七
〇
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
縦

覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

届
出
事
項
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

エ
デ
ィ
オ
ン
笠
岡
店

所
在
地

笠
岡
市
笠
岡
字
大
磯
一
〇
六

一
三

－

２

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン

住
所

広
島
県
広
島
市
中
区
紙
屋
町
二
丁
目
一
番
一
八
号

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

久
保

允
誉

３

変
更
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

（
変
更
前
）
デ
オ
デ
オ
笠
岡
店

（
変
更
後
）
エ
デ
ィ
オ
ン
笠
岡
店

４

変
更
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
月
一
日

二

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
五
月
十
五
日

三

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

縦
覧
の
期
間

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
五
日
ま
で

２

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
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第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

〔
二
七
一
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）

り
県
営
土
地
改
良
事
業
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備

計
画
を
変
更

美
咲
地
区

第
九
工
区
（
延
坂

）
）

し
た
の
で
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業

美
咲
地
区

第
九
工
区
（
延
坂

）
変
更
計
画

（
中
山
間
地
域
総
合
整
備

）

書
二

縦
覧
の
期
間

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
六
月
十
五
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

美
咲
町
役
場
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〔
二
七
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
中
央
五
丁
目
一
三

一
二
一
、
真
壁
字
中
溝
三
三
八

四

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

一
一
五
ロ
ジ
ュ
マ
ン
吉
備
の
里
Ａ
一
〇
二

総
社
市
中
央
六
丁
目
一
三－

森

啓

森

美
紀

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
六
一
号
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〔
二
七
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
中
央
五
丁
目
一
三

一
二
二
、
真
壁
字
中
溝
三
三
八

五

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

一
サ
ン
ル
ー
ム
ひ
ま
わ
り
二
〇
二
号

総
社
市
真
壁
一
三
一
一－

守
安

伸
聡

守
安
由
加
里

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
号
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〔
二
七
四
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
真
壁
字
川
淵
一
二
七
七

四
、
字
三
所
一
二
八
九

三
、
一
三
〇
一

一
、
一
三
〇
一

－
－

－

一
二

－二

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

倉
敷
市
笹
沖
一
〇
三
五

一

－

株
式
会
社
岡
住

代
表
取
締
役

山
田

惠
章

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
五
五
号

平成３０年５月２５日　岡山県公報　第１１９９３号



〔
二
七
五
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
真
壁
字
川
淵
一
二
七
七

四
、
字
三
所
一
二
八
九

三
、
一
三
〇
一

一
、
一
三
〇
一

－
－

－

一
二

－二

公
共
施
設
の
種
類

道
路
、
下
水
道

三

位
置
及
び
区
域

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て

閲
覧
に
供
す
る

）
。

四

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

倉
敷
市
笹
沖
一
〇
三
五

一

－

株
式
会
社
岡
住

代
表
取
締
役

山
田

惠
章

五

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
五
五
号

平成３０年５月２５日　岡山県公報　第１１９９３号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

藤

原

健

補

一

政
党
の
支
部

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

一
以
上
の
市
町
村
等

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

の
区
域
を
単
位
と
し

届
出
年
月
日

て
設
け
ら
れ
る
支
部

立
憲
民
主
党
岡
山
県
連
合

高

井

崇

志

井

上

信

也

岡
山
市
北
区
野
田
二

七

一
二

一
〇
一

○

平
成
三
〇
・

四
・
一
六

－
－

－

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

青
山
け
い
後
援
会

青

山

慶

青

山

慶

美
作
市
英
田
青
野
九
一
六

一

平
成
三
〇
・

四
・

三

－

今
西
ひ
ろ
や
す
後
援
会

今

西

通

好

今

西

宏

康

和
気
郡
和
気
町
衣
笠
八
三
一

二

二

一
〇
八

〃

四
・
一
六

－
－

－

大
舌
勲
後
援
会

森

本

潔

倉

田

光

二

井
原
市
野
上
町
五
九
二
四

〃

四
・

五

佐
藤
博
文
後
援
会

佐

藤

昭

督

佐

藤

伸

子

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
九
一

〃

四
・
二
六

田
口
豊
作
後
援
会

古

松

国

昭

古

松

武

代

備
前
市
日
生
町
寒
河
二
五
八
七

〃

四
・

三

根
木
一
後
援
会

根

木

一

根

木

智

美

都
窪
郡
早
島
町
早
島
四
一
七
一

一
七

〃

四
・
一
一

－

平成３０年５月２５日　岡山県公報　第１１９９３号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

藤

原

健

補

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

自
由
民
主
党
岡
山
県
支
部
連

福

田

通

雅

会
計
責
任
者
の
氏
名

福

田

通

雅

夏

目

浩

子

平
成
三
〇
・

四
・

三

合
会
玉
野
地
域
支
部

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

岡
山
県
税
理
士
政
治
連
盟

冨

山

敬

介

代
表
者
の
氏
名

冨

山

敬

介

桑

原

一

平
成
二
九
・

九
・

八

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

冨

山

敬

介

桑

原

一

〃

〃

幸
福
実
現
党
岡
山
県
本
部

田

部

雄

治

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会

平
成
三
〇
・

四
・

二

区
分

議
員
関
係
政
治
団
体

玉
野
を
マ
グ
ロ
、
ウ
ナ
ギ
で

山

本

俊

政

会
計
責
任
者
の
氏
名

福

田

通

雅

宮

本

恵

理

〃

四
・

六

よ
く
す
る
会

萩
原
誠
司
後
援
会

池

田

篤

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

美
作
市
朽
木
三
〇
九

一

美
作
市
栄
町
六
八

〃

三
・
三
〇

－

平成３０年５月２５日　岡山県公報　第１１９９３号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

藤

原

健

補

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

青
山
け
い
後
援
会

青

山

慶

平
成
三
〇
・

四
・

三

岡
見
た
だ
し
後
援
会

升

田

忠

行

〃

四
・
二
五

岡
山
県
中
小
企
業
連
絡
会

中

司

正

平
成
二
九
・
一
二
・
三
一

Ｔ

Ｒ

Ｙ

２

１

中

山

重

夫

平
成
三
〇
・

四
・
二
七

水
田
貴
博
後
援
会
貴
輝
会
岡
山
支
部

徳

永

祐
一
郎

〃

四
・

二

平成３０年５月２５日　岡山県公報　第１１９９３号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

藤

原

健

補

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た

者
（
代
表
者
）
の
氏
名

根

木

一

早
島
町
議
会
議
員

根
木
一
後
援
会

都
窪
郡
早
島
町
早
島
四
一
七
一

一
七

平
成
三
〇
・

四
・

九

－

平成３０年５月２５日　岡山県公報　第１１９９３号



◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
四
号

岡
山
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
十
年
岡
山
県
条
例
第
六
十
四
号
）
第
十
九
条
第
七
項
の
規
定
に

よ
り
、
岡
山
県
指
定
重
要
無
形
文
化
財
の
保
持
者
の
認
定
を
次
の
と
お
り
解
除
し
た
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

一

指

定

番

号

無
第
三
四
号

二

認

定

年

月

日

平
成
七
年
四
月
七
日

三

種

別

重
要
無
形
文
化
財
（
工
芸
技
術
）

四

名

称

木
工
芸

五

保
持
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日

倉
敷
市
水
江

林

文
男
（
号

鶴
山
）

昭
和
二
年
七
月
二
十
九
日
生

六

解
除
年
月
日
及
び
理
由

平
成
三
十
年
二
月
十
九
日

保
持
者
死
亡
の
た
め

平成３０年５月２５日　岡山県公報　第１１９９３号



◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
七
十
九
号

（

）

、

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号

第
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
猟
銃
の
操
作
及
び
射
撃
の
技
能
に
関
す
る
講
習
を
実
施
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

一

使
用
銃
種

散
弾
銃

二

講
習
の
日
時
及
び
場
所

１

ト
ラ
ッ
プ
射
撃
（
ト
ラ
ッ
プ
か
ら
射
撃
線
ま
で
の
距
離
が
十
五
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
も
の
を
い

う

）
。

日

時

場

所

平
成
三
十
年
七
月
二
日
（
月
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
七
月
九
日
（
月
）

午
前
十
時

平
成
三
十
年
七
月
十
日
（
火
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
三
十
年
七
月
十
六
日
（
月
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
七
月
十
九
日
（
木
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
三
十
年
七
月
二
十
三
日
（
月
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平成３０年５月２５日　岡山県公報　第１１９９３号



平
成
三
十
年
七
月
二
十
五
日
（
水
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
三
十
年
七
月
三
十
日
（
月
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
八
月
六
日
（
月
）

午
前
十
時

平
成
三
十
年
八
月
八
日
（
水
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
三
十
年
八
月
十
三
日
（
月
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
八
月
二
十
日
（
月
）

午
前
十
時

平
成
三
十
年
八
月
二
十
四
日
（
金
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
三
十
年
八
月
二
十
七
日
（
月
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
八
月
三
十
日
（
木
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
三
十
年
九
月
三
日
（
月
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平成３０年５月２５日　岡山県公報　第１１９９３号



平
成
三
十
年
九
月
五
日
（
水
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
三
十
年
九
月
十
日
（
月
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
九
月
十
三
日
（
木
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
三
十
年
九
月
十
七
日
（
月
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
九
月
二
十
一
日
（
金
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
三
十
年
九
月
二
十
四
日
（
月
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

２

フ
ィ
ー
ル
ド
ト
ラ
ッ
プ
射
撃
（
ト
ラ
ッ
プ
か
ら
射
撃
線
ま
で
の
距
離
が
五
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
も

の
を
い
う

）
。

日

時

場

所

平
成
三
十
年
七
月
二
日
（
月
）

真
庭
市
仲
間
一
八
一
六

午
前
九
時

湯
原
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
七
月
四
日
（
水
）

午
前
九
時
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平
成
三
十
年
七
月
九
日
（
月
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
七
月
十
一
日
（
水
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
七
月
十
八
日
（
水
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
七
月
二
十
三
日
（
月
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
七
月
二
十
五
日
（
水
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
七
月
三
十
日
（
月
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
八
月
一
日
（
水
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
八
月
六
日
（
月
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
八
月
八
日
（
水
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
八
月
二
十
日
（
月
）

午
前
九
時

平成３０年５月２５日　岡山県公報　第１１９９３号



平
成
三
十
年
八
月
二
十
二
日
（
水
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
八
月
二
十
七
日
（
月
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
八
月
二
十
九
日
（
水
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
九
月
三
日
（
月
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
九
月
五
日
（
水
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
九
月
十
日
（
月
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
九
月
十
二
日
（
水
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
九
月
十
九
日
（
水
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
九
月
二
十
六
日
（
水
）

午
前
九
時

３

ス
キ
ー
ト
射
撃
（
ク
レ
ー
が
セ
ン
タ
ー
ポ
ー
ル
の
上
方
を
通
過
す
る
よ
う
に
発
射
さ
れ
る
も
の

を
い
う

）
。
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日

時

場

所

平
成
三
十
年
七
月
六
日
（
金
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
七
月
十
日
（
火
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
三
十
年
七
月
十
三
日
（
金
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
七
月
十
九
日
（
木
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
三
十
年
七
月
二
十
日
（
金
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
七
月
二
十
五
日
（
水
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
三
十
年
七
月
二
十
七
日
（
金
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
八
月
三
日
（
金
）

午
前
十
時

平
成
三
十
年
八
月
八
日
（
水
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
三
十
年
八
月
十
日
（
金
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－
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午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
八
月
十
七
日
（
金
）

午
前
十
時

平
成
三
十
年
八
月
二
十
四
日
（
金
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
三
十
年
八
月
二
十
四
日
（
金
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
八
月
三
十
日
（
木
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
三
十
年
九
月
五
日
（
水
）

午
後
一
時

平
成
三
十
年
九
月
七
日
（
金
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
九
月
十
三
日
（
木
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
三
十
年
九
月
十
四
日
（
金
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－

午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
九
月
二
十
一
日
（
金
）

岡
山
市
北
区
御
津
下
田
六
二
九

午
後
一
時

岡
山
県
ク
レ
ー
射
撃
場

平
成
三
十
年
九
月
二
十
一
日
（
金
）

倉
敷
市
福
田
町
浦
田
七
四
〇

一

－
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午
前
十
時

倉
敷
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日
（
金
）

午
前
十
時

三

受
講
手
続

１

提
出
書
類

所
定
の
様
式
に
よ
る
受
講
申
込
書

２

提
出
先

住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

３

提
出
期
限

受
講
し
よ
う
と
す
る
講
習
の
実
施
日
の
七
日
前

そ
の
日
が
岡
山
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例

平

（

（

成
元
年
岡
山
県
条
例
第
二
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
休

日
の
直
後
に
お
け
る
県
の
休
日
で
な
い
日
）

四

受
講
手
数
料

一
万
二
千
三
百
円

（
注
）

受
講
申
込
み
の
際
、
岡
山
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

な
お
、
受
講
手
数
料
は
、
納
付
後
は
還
付
し
な
い
。

五

そ
の
他

１

各
講
習
の
受
講
定
員
は
、
お
お
む
ね
五
人
と
す
る
。

２

代
理
受
講
は
、
認
め
な
い
。

３

講
習
修
了
証
明
書
は
、
受
講
申
込
書
を
提
出
し
た
警
察
署
に
お
い
て
後
日
交
付
す
る
こ
と
と
す

る
。
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
八
十
号

（

）

、

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号

第
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
猟
銃
の
操
作
及
び
射
撃
の
技
能
に
関
す
る
講
習
を
実
施
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

一

使
用
銃
種

ラ
イ
フ
ル
銃

二

講
習
の
日
時
及
び
場
所

日

時

場

所

平
成
三
十
年
七
月
三
日
（
火
）

岡
山
市
北
区
御
津
伊
田
二
二
九
一

午
前
九
時

御
津
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場

平
成
三
十
年
七
月
三
日
（
火
）

真
庭
市
仲
間
一
八
一
六

午
前
九
時

湯
原
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
七
月
十
日
（
火
）

岡
山
市
北
区
御
津
伊
田
二
二
九
一

午
前
九
時

御
津
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場

平
成
三
十
年
七
月
十
七
日
（
火
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
七
月
二
十
四
日
（
火
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
八
月
七
日
（
火
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
八
月
七
日
（
火
）

真
庭
市
仲
間
一
八
一
六
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午
前
九
時

湯
原
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
八
月
二
十
一
日
（
火
）

岡
山
市
北
区
御
津
伊
田
二
二
九
一

午
前
九
時

御
津
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場

平
成
三
十
年
八
月
二
十
八
日
（
火
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
九
月
四
日
（
火
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
九
月
四
日
（
火
）

真
庭
市
仲
間
一
八
一
六

午
前
九
時

湯
原
国
際
射
撃
場

平
成
三
十
年
九
月
十
一
日
（
火
）

岡
山
市
北
区
御
津
伊
田
二
二
九
一

午
前
九
時

御
津
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場

平
成
三
十
年
九
月
十
八
日
（
火
）

午
前
九
時

平
成
三
十
年
九
月
二
十
五
日
（
火
）

午
前
九
時

三

受
講
手
続

１

提
出
書
類

所
定
の
様
式
に
よ
る
受
講
申
込
書

２

提
出
先

住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

３

提
出
期
限

受
講
し
よ
う
と
す
る
講
習
の
実
施
日
の
七
日
前
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四

受
講
手
数
料

一
万
二
千
三
百
円

（
注
）

受
講
申
込
み
の
際
、
岡
山
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

な
お
、
受
講
手
数
料
は
、
納
付
後
は
還
付
し
な
い
。

五

そ
の
他

１

各
講
習
の
受
講
定
員
は
、
お
お
む
ね
五
人
と
す
る
。

２

代
理
受
講
は
、
認
め
な
い
。

３

講
習
修
了
証
明
書
は
、
受
講
申
込
書
を
提
出
し
た
警
察
署
に
お
い
て
後
日
交
付
す
る
こ
と
と
す

る
。
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◎
岡
山
県
労
働
委
員
会
告
示
第
二
号

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
委
嘱
し
た
岡
山
県

労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
五
日

岡
山
県
労
働
委
員
会

会

長

鷹

取

司

岡
山
県
労
働
委
員
会
あ

せ
ん
員
候
補
者
名
簿

っ

区
分

氏
名

職
業

又
は
前
職

委
嘱
の
日
付

（

）

鷹
取

司
弁
護
士

平
成

年
月

日
2
8

1
1

2
8

公

西
田

和
弘

岡
山
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授

平
成

年
月

日
2
8

1
1

2
8

益

山
田
加
寿
子

特
定
社
会
保
険
労
務
士

平
成

年
月

日
2
8

1
1

2
8

委
弁
護
士

妻
鹿
安
希
子

平
成

年
月

日
2
8

1
1

2
8

岡
山
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
准
教
授

員

労
濱

田
陽

子
岡
山
大
学
法
学
部
准
教
授

平
成

年
月

日
2
8

1
1

2
8

働
労

宮
本
ひ
と
み

岡
山
県
教
職
員
組
合
副
執
行
委
員
長

平
成

年
月

日

（

）

2
8

1
1

2
8

委
働

木
下

幸
男

運
輸
労
連
特
別
執
行
委
員

平
成

年
月

日
2
8

1
1

2
8

員
者

阪
口

林
連
合
岡
山
副
事
務
局
長

平
成

年
月

日
2
8

1
1

2
8

会
委

古
林

久
和

自
治
労
岡
山
県
本
部
執
行
委
員
長

平
成

年
月

日
2
8

1
1

2
8

委
員

森
原

功
裕

Ｕ
Ａ
ゼ
ン
セ
ン
岡
山
県
支
部
支
部
長

平
成

年
５
月

日
3
0

1
0
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員
使

片
山

浩
子

中
国
精
油
株
式
会
社
顧
問

平
成

年
月

日
2
8

1
1

2
8

用
小

野
敏

行
岡
山
県
経
営
者
協
会
専
務
理
事

平
成

年
月

日
2
8

1
1

2
8

者
梶

原
康

彦
梶
原
乳
業
株
式
会
社
代
表
取
締
役
社
長

平
成

年
月

日
2
8

1
1

2
8

委
横

山
圭

介
横
山
石
油
株
式
会
社
代
表
取
締
役
社
長

平
成

年
月

日
2
8

1
1

2
8

員
石

田
敦

志
株
式
会
社
イ
シ
ダ
代
表
取
締
役

平
成

年
月

日
2
8

1
1

2
8

事
小

倉
誠

二
岡
山
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

平
成

年
４
月

日
2
9

1
3

務局
白

神
達

夫
岡
山
県
労
働
委
員
会
事
務
局
次
長

平
成

年
４
月

日
3
0

1
2

職員
新

堂
俊

文
岡
山
県
労
働
委
員
会
事
務
局
総
括
参
事

平
成

年
４
月

日
3
0

1
2
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